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板橋区は、環境の国際規格ISO１４００１を取得しています
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本計画では、区の景観形成の目標や方針を明確にするとと
もに、一定の建築行為などについて届出制を導入することと
しています。
また、景観上重要な道路・河川・公園などの公共施設や、
建造物・樹木などの指定のほか、区内で重点的に景観形成を
進めることが必要と思われる地区の指定を行います。計画の
構成は右図のとおりです。
●計画が策定されると
　現在、区の景観に関しては、東京都景観計画（平成１９年４
月策定）が適用され、非常に規模の大きな建築物について、
都の基準にもとづき、色彩などの指導が行われています。区
の景観計画が策定されると、小さな規模の建築物などに対し
て、区が主体となって区独自の基準を適用することが可能と
なり、地域特性を生かしたきめ細やかな景観形成を進めてい
くことができるようになります。

区では、平成１６年に施行された景観法を受け、区の景観の
あり方の指針となる「板橋区都市景観マスタープラン」を平
成２０年５月に策定しました。このマスタープランに基づき、
区の景観まちづくりを具体的に進めていくため、平成２３年度
を開始年度とする「板橋区景観計画」（以下、本計画）の策定
に取り組んでいます。
今日は、この計画の素案を公表するとともに、パブリック
コメント（意見）を募集します。

本計画（素案）の全文は都市計画課（区役所７
階⑤窓口）・区政資料室（区役所２階④窓口）・区
立各図書館・区ホームページ（１面□く 参照）で
ご覧になれます。

問　合

都市計画課
土地利用計画担当
☎３５７９‐２５５２

特に良好な景観の形成を図る必要がある区域と
して定める地区で、建築物などを建築する際の、
地区独自の景観に関する基準を定め（下表参照）、
地区ごとの特性を生かした良好な景観の形成を図
っていきます。
先行的なモデル地区に、板橋 崖 線軸と石神井川

がい

軸の一部を「板橋崖線軸地区」「石神井川軸地区」と
して景観形成重点地区に定めます（下図参照）。

・板橋崖線軸地区…徳丸６丁目〜８丁目、高島平
３丁目、四葉２丁目、大門、赤塚５丁目・７丁
目・８丁目の一部の地域

・石神井川軸地区…南常盤台１丁目・常盤台１丁
目・双葉町・大和町・本町・稲荷台・加賀・弥
生町・中板橋・栄町・氷川町・仲宿・板橋４丁
目の一部の地域（石神井川の河川区域などから
２０ｍ以内の地域）
●景観形成の方針
〈板橋崖線軸地区〉
・崖線の眺望、崖線からの見晴らしを守り、生か
した景観の形成

・四季の彩りを生かし、崖線の緑と調和・連続し
た景観の形成

・水と緑の潤いのある景観の形成
・歴史・文化的資源を生かし、風情のある景観の形成
〈石神井川軸地区〉
・四季の彩りを生かし、桜並木や緑道と調和・連
続した緑の景観の形成

・河川側に配慮したまち並みの形成
・水と緑の潤いのある景観の形成

景観形成重点地区を除く区全域で、まち並みへ
の最低限の景観に関する基準を定め（下表参照）、
区全域の景観レベルを高めていきます。

●景観形成の取り組み体制
区民・事業者・区の各主体が協働して景観形成

の役割を担います。また、「板橋区景観審議会」を
設置し、進 捗 状況を確認し、計画の変更・見直し

ちょく

などを行います。さらに、届出制度に事前協議の
場と「景観アドバイザー」を設け、効率的な運営
をめざします。
●区による景観形成の取り組みの支援
景観まちづくり活動を行っている企業や団体の

支援や表彰、景観教育の普及の推進など、区全域
および地区単位の景観まちづくりの支援を行いま
す。また、景観資源の発掘と情報提供、景観資源
を保全するための様々な取り組みを推進します。
●今後の進め方
適宜計画の見直しを行いつつ、景観形成重点地

区の拡充、屋外広告物の規制誘導の拡充、景観重
要建築物などの指定を行います。また、公共施設
についても、景観に配慮した整備を行います。

景観形成重点地区一般地域届出対象行為 石神井川軸地区板橋崖線軸地区
建築物（一般地域は高さ２０ｍ以上または延床面積２０００㎡以上、もし
くは敷地面積１０００㎡以上）や工作物（一般地域は高さ２０ｍ以上また
は築造面積２０００㎡以上）の配置、高さ・規模、形態・意匠・色彩、
駐車場などの付属物について配慮すべき事項を設定。さらに、住宅
地・商業地・工場などの場所に応じて配慮すべき事項を設定
※板橋崖線軸地区については、高さ１２ｍ以上の建築物や工作物は、
崖線の眺望・崖線からの見晴らしを守るための追加の基準を設定

建築物・工作物の新築・外観の色彩の変
更など

土地利用や造成などについて配慮すべき事項を設定開発区域面積５００㎡以上の開発行為
色彩や緑化について配慮すべき事項を設定墓地や資材置き場の造成

色彩や緑化について配慮すべき事項を設定収容能力２０台以上の自動車駐車場の造成
木竹の伐採の極力の回避や
伐採位置について配慮すべ
き事項を設定

面積が２００㎡以上の木竹の伐採

屋外での集積・貯蔵や緑化について配慮すべ
き事項を設定

利用する土地の面積が５００㎡以上または
高さ５ｍ以上の土砂・廃棄物の堆積など

滑　計画の目的　葛

対象　次のいずれかに該当する方
・区内在住・在勤・在学の方
・区内に事務所を有する個人・法人・各種団体
・区内で活動する個人・法人・各種団体
意見の提出　２月１日（必着）まで、直接または
郵送・ＦＡＸ・Ｅメールで①住所②氏名（ふりが
な）③法人・各種団体の場合はその所在地・代表
者氏名④区内在勤・在学の場合は勤務先・学校
名とその所在地⑤区内で活動する団体などは活
動内容⑥計画（素案）に対する意見を明記のう
え、都市計画課土地利用計画担当（〒１７３‐８５０１）
１３５７９‐２５８８２tokei@city.itabashi.tokyo.jp
※住所・氏名などは公表しません
※提出された意見に個別の回答は行いません。
意見の検討を終えた後、意見の内容と意見に対
する区の考え方を公表します

滑　計画の区域と景観形成の基準　葛
景観形成重点地景観形成重点地区区
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《届出対象行為・規模と景観形成のための基準》
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滑　景観形成の推進　葛

《景観形成重点地区と一般地域》

永く住み続けたいと思え永く住み続けたいと思えるる
誇りあるまちをめざし誇りあるまちをめざしてて

～「板橋区景観計～「板橋区景観計画画」」素案の公表とパブリックコメント（意見）の募集素案の公表とパブリックコメント（意見）の募集～～

閲覧できます

パブリックコメント（意見）を募集します

本計画策定の背景
と計画の位置づけ
・構成を定めます

第１章　はじめに
本計画の目標・計画適用の区
域・重点的に景観の整備・保全
を図っていく「景観形成重点
地区」、本計画の中心部分とな
る建築物などの届出制度と事
前協議制度について定めます

第２章　景観計画のねらい
区の景観の骨格となる景観要
素を整理するとともに、本計
画の目標を達成するために、
景観要素ごとに具体的な景観
形成の方針を定めます

第３章　景観形成の基本方針

第４章　一般地域における景観形成
一般地域（景観形成重点地区以外の区域）の建物の建築・工作物
の建設・開発行為などについて、景観法に基づく届出制度と景観
形成のための基準を定めます

第５章　景観形成重点地区における景観形成
景観形成重点地区の対象区域・景観形成方針・景観法に基づく届出
制度と景観形成のための基準を定めます

第６章　屋外広告物の表示など
屋外広告物の規制・誘導に関する考え方や基準を定めます

第７章　景観資源の活用と保全
景観重要公共施設の指定の方針や整備に関する考え方、景観重要
建造物・樹木の指定制度や活用の方針などを定めます

第８章　推進方策
景観形成に関する総
合的な推進方策、本
計画を推進するため
の取り組みについて
定めます

《計画の構成》

景観形成の基準
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